
【短期入所療養介護重要事項説明書】 

 

１．事業者（法人）の概要 

名称 ・ 法人種別 医療法人社団 暖風会 

代 表 者 名 飯野 均 

所在地 ・ 連絡先 

（住 所） 

茨城県土浦市国分町７－６ 

（電 話）０２９－８３５－３３８８ 

（ＦＡＸ）０２９－８３５－３９６６ 

 

２．事業所（ご利用施設） 

施 設 の 名 称 医療法人社団 暖風会 よつばクリニック 

所在地 ・ 連絡先 

（住所） 

茨城県土浦市国分町７－６ 

（電 話）０２９－８３５－３３８８ 

（ＦＡＸ）０２９－８３５－３９６６ 

事 業 所 番 号 ０８１０３１１７０４ 

管 理 者 の 氏 名 飯野 均 

サ ー ビ ス の 種 類 短期入所療養介護 

 

３．事業の目的及び運営方針 

（１）事業の目的 

 この規定は、医療法人社団暖風会が開設する医療法人社団 暖風会 よつば

クリニック（以下「事業所」という。）が行う指定短期入所療養介護（以下「事

業」という。）の適切な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を

定め、施設で指定短期入所療養介護の提供にあたる従業者が、要介護状態にある

高齢者に対し、適正な指定短期入所療養介護を提供することを目的とする。 

 

（２）運営方針 

事業所の短期入所療養介護従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有

する能力に応 

じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう、看護、医学的管理の下における

介護及び機能訓練その他必要な医療並びに、日常生活上の世話等の適切なサー

ビスの提供を行い、療養生活の質 

の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 



４．事業所の概要 

（１）居室 

居室の種類 室数 面積(㎡) 1 人あたりの面積

(㎡) 

特別室 1 室 ９．８０  

1 人部屋 2 室 （８．５４）（８．６７）  

2 人部屋 2 室 １４．５１ ７．２５５ 

 1 室 １４．２５ ７．１２５ 

 1 室 １４．３６ ７．１８ 

 1 室 １４．５９ ７．２９５ 

 1 室 １５．３６ ７．６８ 

 1 室 １４．４５ ７．２２５ 

 1 室 １４．５０ ７．２５ 

 

（２）主な設備 

種類 数 備考 

食堂・ホール １室  

診察室 ２室  

浴室 ２室 １階（一般浴槽１箇所）（特殊浴槽 1 台） 

便所 ６ヶ所  

洗面設備 ７ヶ所  

面談室 １ヶ所  

 

（３）通常の送迎の実施地域 

土浦市・つくば市・阿見町・牛久市 

通常の事業実施地域（サービスを提供する地域）を超えて行う送迎の費用として、

事業の実施地域を越えてから片道１０ｋｍ以上超過した場合（１ｋｍ２０円） 

 

（４）事業所の職員体制 

従業者の種類 人数 業務内容 

医師 １名 利用者に対する健康管理、療養上の指導等 

看護職員 ６名 看護・保健衛生・生活訓練等に関する業務 

介護職員 １３名 療養上必要とされる介護業務 

事務員 １名 必要な事務を行う 

 



（５）職員の勤務時間 

 
・日勤  ８：３０ ～ １７：３０ 

・夜勤 １６：３０ ～  ９：３０ 

 

５．短期入所療養介護の内容 

種類 内容 

食事 食事時間 

朝食  ７：３０～ 

昼食 １１：３０～ 

夕食 １８：００～ 

利用者の状況に応じて適切な食事介助を行うと共

に、食事の自立についても適切な援助を行います。 

排泄 入居者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共

に、排泄の自立についても適切な援助を行います。 

入浴 年間を通して週２回の入浴または清拭を行います。

寝たきり等で座位の取れない方は、機械を用いての

入浴も可能です。但し、利用者の身体の状況に応じ

て清拭となる場合があります。 

離床・着替え・整容等 寝たきり防止の為、出来る限り離床に配慮します。

生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うように

配慮します。個人としての尊厳に配慮し、適切な整

容が行われるよう援助をします。シーツ交換は週１

回とします。 

相談及び援助 当施設は、入所者及びそのご家族からいかなる相談

についても誠意をもって応じ、可能な限り必要な援

助を行うように努めます。利用者がその有する能力

に応じて自立した日常生活が送れるように適切な各

種介護サービスを提供します。 

機能訓練 理学療法士等による入所者の状況に適合した機能訓

練を行い身体機能の低下を防止するように努めま

す。 

社会生活上の便宜 当施設では、必要な教養娯楽設備を整えると共に施

設での生活を実りのあるものとするため、適宜レク

リエーション行事を企画します。 

 

 



６．サービス利用料金 

①基本料金 

ご契約者の 

要介護度 
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

（多床室） 

単位数 
７３４ ７７９ ８２５ ８７１ ９１７ 

自己負担額 

(１割負担) 
７５３ ８００ ８４７ ８９４ ９４１ 

 

ご契約者の 

要介護度 
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

（個室） 

単位数 
６２４ ６７０ ７１５ ７６２ ８０７ 

自己負担額 

(１割負担) 
６４０ ６８８ ７３４ ７８２ ８２８ 

 

加算料金 

加算の種類 単位数 利用者負担 

送迎 
片道 １８４単位 １８９円 

往復 ３６８単位 ３７８円 

若年性認知症利用者受入加算 １２０単位 

特定診療費(理学療法Ⅱ) ７３単位 １２４円 

 

②介護保険給付対象外サービス 

以下のサービスは、利用料金がご契約者様の負担となります。 

１日あたりの食事代 

利用者負担

段階区分 
第１段階 第２段階 第３段階① 

第３段階

② 
第４段階 

１日あたり

の食費 
３００円 ６００円 １０００円 

１３００

円 
１９６０円 

 

１日あたりの居住費 

利用者負担

段階区分 
第１段階 第２段階 

第３段階

① 

第３段階

② 
第４段階 

１日あたり

の居住費 
０円 ４３０円 ４３０円 ４３０円 ７２０円 



（多床室） 

１日あたり

の居住費 

（個室） 

５５０円 ５５０円 
１３７０

円 

１３７０

円 
２０００円 

 

 

１日あたりの日常生活費 ５００円 

日常生活費とは、おしぼりやシャンプーの購入、衛生的に必要な消毒液の購入、

リネン等にかかる費用として頂いております。 

 

その他利用料金 

サービス名 料金 備考 

理美容代 ２，０００円  

おやつ代 １１０円 １日につき 

１人部屋 ２，０００円  

テレビ代 １，０００円 テレビカード １枚（６００分） 

その他、短期入所療養介護の中で提供させる便宜のうち、日常生活においても通

常必要となるものに係る費用であって、お客様に負担させることが適当と認め

られる費用は、ご契約者様の負担となります。 

 

７．事故・緊急時の対応 

  事業者は現に短期入所療養介護の提供中に、利用者に事故や病状の急変が

生じた場合、家族 

 又は緊急連絡先へ連絡するとともに、速やかに主治医等に連絡をとる等必要

な処置を講じま 

 す。 

 

８．損害賠償について 

  当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、

事業者は速やか 

 に損害を賠償いたします。 

  ただし、利用者の故意または過失により、事業者並びに事業者の使用する者

等の生命・身体・ 

 財産に損害を及ぼした場合、利用者はその損害を賠償します。 

 

 



９．苦情の受付について 

（１）事業所が提供するサービス内容に関する苦情相談窓口 

利用者及びその家族は、当施設が提供する短期入所療養介護に対する苦情・相談

を下記の窓口に申し出ることが出来ます。 

 

施設相談窓

口 

窓口責任者 小澤 

ご利用時間 ９：００～１７：３０ 

電   話 ０２９－８３５－３３８８ 

Ｆ Ａ Ｘ ０２９－８３５－３９６６ 

市町村窓口 名   称 土浦市役所高齢福祉課介護管理

係 

住   所 土浦市大和町９－１ 

電   話 ０２９－８２６－１１１１（代） 

名   称 つくば市役所高齢福祉課 

住   所 つくば市研究学園１－１－１ 

電   話 ０２９－８８３－１１１１（代） 

名   称 阿見町役場保健福祉部高齢福祉

課 

住   所 稲敷郡阿見町中央１－１－１ 

電   話 ０２９－８８８－１１１１（代） 

国保連窓口 名   称 茨城県国民健康保険団体連合会 

介護保険課 介護保険苦情相談

室 

住   所 水戸市笠原町９７８－２６ 

電   話 ０２９－３０１－１５６５ 

Ｆ Ａ Ｘ ０２９－３０１－１５７９ 

 

１０．キャンセル料 

  ご契約者様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料を

いただきます。 

ただし、ご契約者様の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。 

利用予定日までに申出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申出がなか

った場合 

当日利用料金の 10％（自己負担相当） 

 

 



１１．利用料等のお支払い 

   口座振替については、利用翌月の１５日までに請求書をご自宅へ郵送い

たします。指定の 

  金融機関より利用翌月の２０日にお引き落としさせていただきます。現金

支払については 

  利用翌月１５日までに請求書をご契約者様に郵送またはお渡しします。事

業者は、口座振 

  替・現金払いを問わず、料金支払いの確認を行った後、利用者に対し領収書

を発行いたしま 

  す。 

 

１２．当施設ご利用の際に留意いただく事項 

来訪・面会 来訪者は面会時間を遵守し、必ずその都度職員に届け出

して下さい。 

喫煙 決められた場所以外での喫煙はご遠慮下さい。 

居室・設備・器具の

利用 

事業所の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用

下さい。 

これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償し

ていただく場合があります。 

迷惑行為等 騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮下さい。 

またむやみに他の利用者の居室に立ち居らないで下さ

い。 

所持金品の管理 施設内規による。 

現金等の管理 施設内規による。 

宗教活動・政治活動 施設内で他の入居者に対する宗教活動及び政治活動は

ご遠慮ください。 

動物飼育 施設内のペットの持ち込み及び飼育はお断りします。 

 

 

 

 

 

 

 



【看護小規模多機能型居宅介護重要事項説明書】 

 

１． 事業者（法人）の概要 

名所 ・ 法人種別 医療法人社団 暖風会 

代 表 者 名 飯野 均 

所在地 ・ 連絡先 

（住 所）茨城県土浦市国分町７－６ 

（電 話）０２９－８３５―３３８８ 

（ＦＡＸ）０２９－８３５―３９６６ 

 

２． 事業所（ご利用施設） 

施設の名称 看護小規模多機能型居宅介護よつば 

所在地・連絡先 （住 所）茨城県土浦市国分町７－

６ 

（電 話）０２９－８３５―３３８

８ 

（ＦＡＸ）０２９－８３５―３９６

６ 

事業所番号 0890300247 

管理者の氏名 飯野 均 

サービスの種類 看護小規模多機能型居宅介護 

 

３． 事業の目的及び運営方針 

（１）事業の目的 

医療法人社団暖風会が設置する看護小規模多機能型居宅介護よつば（以下

「事業所」という。）において実施する看護小規模多機能型居宅介護（以下

「事業」という。）の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に

関する事項を定め、事業所の管理者、介護支援専門員及び従事者（以下「従事

者」という。）が、要介護状態の利用者に対して、適切な看護小規模多機能型

居宅介護を提供することを目的とする。 

 

（２）運営方針 

 事業者の従事者は、要介護者等が可能な限り住み慣れたその居宅において自

立した日常生活を営むことができるよう、通いを中心として、利用者の様態や

希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせて、家庭的な環境と地域住民との

交流の下で、入浴、排泄、食事の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練



等を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神

的負担の軽減を図るものとする。 

 

４．事業所の職員体制 

職種 人数 業務内容 

管理者 １名 業務の実施状況の管理・指揮命令を行う。 

介護支援専

門員 

１名 介護計画の作成及び連絡・調整を行う。 

介護職員 １１名 利用者の心身の状況把握、介護及び世話・支援を行

う。 

看護職員 ４名 主治医との連絡調整・看護サービスの提供を行う。 

 

５．営業時間 

（１）営業日 ３６５日 

（２）営業時間 通いサービス 基本時間 ６時から２１時まで 

        宿泊サービス 基本時間 ２１時から６時まで 

        訪問サービス ２４時間 

 

６．登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員 

（１）事業所の登録定員は２９名とする。 

（２）事業所の通いサービスの利用定員は１５名とする。 

（３）事業所の宿泊サービスの利用定員は１名とする。 

 

７．サービスの提供方法及び内容 

（１）通いサービス 

  ア 日常生活の援助 

  イ 健康チェック 

  ウ 機能訓練 

  エ 食事介助 

  オ 入浴介助 

  カ 排泄介助 

  キ 送迎支援 

（２）訪問サービス 

  ア 介護サービス 

  イ 看護サービス 

（３）宿泊サービス 



（４）相談、援助等 

 

８．サービス利用料金 

 

基本料 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

単位数 12,447単

位 

17,415単

位 

24,481単

位 

27,766単

位 

31,408単

位 

1割負担 12,857円 17,989円 25,288円 28,682円 32,444円 

2割負担 25,714円 35,978円 50,576円 57,364円 64,888円 

本サービスの利用料は月額制とします。月途中から登録した場合又は月途中か

ら登録を終了した場合、利用者は登録した期間に応じて日割りした料金になり

ます。 

 

その他 

サービス名 居住費 食事代／3食 おやつ代／１食 おむつ代／１枚 

自己負担額 2,000円 1,960円 110円 110円 

 

９．実施地域 

通常の事業の実施地域は、土浦市とする。 

 

１０．損害賠償責任 

（１）事業所は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由に

より利用者の生命・ 

   身体・財産に損害を及ぼした場合、利用者はその損害を賠償します。 

（２）利用者の故意、重大な過失により、事業所並びに事業所の使用する者等

の生命・身体・財産 

   に損害を及ぼした場合、利用者はその損害を賠償します。 

 

１１．苦情の受付について 

 事業所は、その提供したサービスに関する利用者等からの苦情に対して、苦情

を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。 

 

苦情相談窓口   医療法人社団 暖風会 よつばクリニック 

受付日・時間   月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

利用方法     電話 ０２９－８３５－３３８８ 



【訪問介護重要事項説明書】 

１．指定訪問介護事業者の概要 

名称・法人種別 医療法人社団 暖風会  

代表者名 飯野 均  

所在地・連絡先 （住所）土浦市国分町７－６ （電話）029-835-3388 

２．事業所名称及び事業所番号 

事業所名 指定訪問介護事業所 よつば 

所在地 ・ 連絡先 
（住所） 土浦市国分町７－６  

（電話）029-835-3111 

事業所番号 0870302734 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の

目的 

要介護状態又は要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り

居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向

上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅サービス

又は介護予防サービスを提供することを目的とします。 

運営の

方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法

令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保険・医療・

福祉サービス等との綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化

の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため適切なサービスの提供に努

めます。 

４．提供するサービスの内容 

 訪問介護（又は介護予防訪問介護）は、訪問介護員等が利用者のお宅を訪問し、入浴、

排泄や食事等の介助、調理、洗濯等の家事など、日常生活上の世話を行うサービスです。 

具体的にはサービスの内容により、以下の区分に分けられます。 

身体介護 利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を高め

るための介助や専門的な援助を行います。 

生活援助 家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。 

通院乗降

介助 

 

通院の外出のため、訪問介護員等が運転する車両への乗車又は降車の介助とあ

わせて、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助や、通院先もし

くは外出先での受診等の手続きや移動等の介助を行います。（ただし、介護予防

訪問介護については、当該サービスは対象外です） 

介護保険外サービス 

ご本人の分を含めた家事（掃除、洗濯、片付け）。通院時の付き添いや買い物の同行・

代行サービスです。 



５．事業所の職員体制 

 
 

従業者の職種 

 

人 数 

区 分  

職 務 内 容 常勤 非常勤 

 管理者 1（兼務） 1  従業者及び業務一元的管理 

 サービス提供 

責任者 

2（兼務） 2  指定訪問介護利用の申込に関わる調整、訪

問介護員に対する技術 指導等、サービス

内容管理等 

 ヘルパー2 級 2 1 1 

 

居宅で行う入浴、排泄、食事、その他生活全

般にわたる援助 

 

６．事業の実施地域 

事業の実施地域 土浦市、つくば市、阿見町 

上記以外でもご希望の方はご相談下さい。上記以外の地域における利用者の申

込に対して、サービス提供が困難と思われる場合には他の訪問介護事業者への

紹介等必要な措置を講じます。 

７．営業時間 

営 業 日 月曜日から日曜日まで 

営 業 時 間 
8：30～17：30（ただし、サービス提供時間は 0：00～24：00） 

８．利用料 ※単位数単価 10.42 

（１）訪問介護利用料 身体介護 

サービス提供時間 20 分以上 30 分未満 30 分以上 1 時間未満 

利 用 単 位 数 ２４４単位 ３８７単位 

生活援助 

サービス提供時間 20 分以上 45 分未満 ４５分以上 

利 用 単 位 数 １７９単位 ２２０単位 

身体介護に続けて生活援助を行う場合 

サービス提供時間 身体Ⅰ生活Ⅰ  身体Ⅰ生活２  身体２生活Ⅰ 

利 用 単 位 数 ３０９単位 ３７４単位 ４５２単位 

 

通院乗降介助 
通院の為の乗車又は降車の介助が中心である場合。（片道） 

９７単位 

 

 

 



通院乗降介助（介護保険）を利用した場合の介護移送料 

自宅から通院先までの 

距離で計算 

 キ ロ 数 料 金 

初乗運賃 最初の２キロまで ３００円 

加算運賃 以後１キロごとに １００円 

 

夜間（午後 6 時から午後 10 時）の加算 

早朝（午前 6 時から午前 8 時）の加算 
上記金額の２５％加算します。 

深夜（午後 10 時から午前６時）の加算 上記金額の５０％加算します。 

● 介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し

た全額が利用者の自己負担となりますのでご相談ください。 

● 利用者の身体的理由もしくは、暴力行為等の事情があり、かつ、お客様又はその家

族等の同意を得て、訪問介護員が 2 人で訪問する場合は、２人分の料金になりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

加 算 種 

類 

ｻｰﾋﾞｽ内容 利用単位

数 

初回加算 初回に実施した訪問介護と同月内にｻｰﾋﾞｽ提供責任者が、自ら訪問介護をする場

合、又は他の訪問介護員などが訪問介護をする際に同行した場合に 

200 単位 

（月額） 

 

緊 急 時 訪

問   

介 護

加 算 

利用者やその家族などからの要請を受けて、ｻｰﾋﾞｽ提供責任者がケアマネージャ

ーと連携を図りケアマネージャーが必要と認めた時に、ｻｰﾋﾞｽ提供責任者または

その他の訪問介護員などがｻｰﾋﾞｽ計画にない訪問介護を（身体介護）を行った場

合に算定 

100 単位    

（月額） 

生 活

機 能 

向 上 連

携 加 算 

訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専

門職が、同時に利用者宅を訪問し、利用者の共同による訪問介護計画を作成 100 単位 

（月額） 

介護職員処遇

改善加算 

所定単位数に 13.7％加算 
 



（２）予防訪問介護利用料 

サービスの内容 利用単

位数 

（月

額） 

訪問型独自サービス 11 

1 週間に１回の訪問（月に 5 回以上の場合） １，１

７６単

位 

訪問型独自サービス 21 

1 週間に 1 回の訪問（月に 4 回までの場合） 1 回 

２ ８ ７

単位 

訪問型独自サービス 12 

1 週間に２回の訪問（月に 9 回以上の場合） ２，３

４９単

位 

訪問型独自サービス 21 

1 週間に 2 回の訪問（月に 8 回までの場合） 1 回 

２ ８ ７

単位 

訪問型独自サービス 13 

1 週間に３回の訪問（月に 13 回以上の場合） ３，７

２７単

位 

訪問型独自サービス 21 

1 週間に 3 回の訪問（月に 12 回までの場合） 1 回 

２ ８ ７

単位 

加算の種類 

加 算 要 件 単位数

（月

額） 

初 回 加 算 
新規の利用者様へサービス提供した場合 200 単

位 

生活機能向上加算 

介護予防訪問リハビリテーション実施時に介護予防訪問介護事業所

のサービス提供責任者とリハビリテーション専門職が、同時に利用者

宅を訪問し、両者の共同による訪問介護計画を作成した場合に算定 

100 単

位 

介護職員処遇改善加算 所定単位数に 13.7％加算  

 

 

介護保険外サービ

ス 

時  間 料  金 

２０分以上６０分未満 ２、２００円 

上記以降３０分毎に １，１００円 



 

介護保険対象外 交通費  

（1）通常実施地域を越える場合     ２５０円 

（2）通常実施地域を越えてから片道おおむね１０ｋｍ未満の場合  

1km 20 円.                                 

上記の支払いを受ける場合には、利用者又は家族に対して事前に文書で説明を

したうえで、支払いに同意する署名を受ける事とする。 

 

９．緊急時等における対応方法 

訪問介護員等は訪問中に利用者の病状が急変した場合や、その他緊急事態が

起きた場合は速やかに主治医等に連絡する等の措置を講じます。 

主治医 
主治医氏名  

連 絡 先  

ご家族 
氏  名 1.              2. 

緊急連絡先  1.              2. 

 

１０．身分証明の提示 

  訪問介護員は常に身分証明書を携行し、初回訪問時又は利用者若しくはそ

の家族から求めら 

れた時はこれを提示します。 

 

１１．苦情相談窓口 

(ア) 窓口   指定訪問介護事業所 よつば 苦情相談窓口  

(イ) 利用時間 月曜日～土曜日 8：30～17：30  担当：神山 

(ウ) 利用方法 電話 ０２９－８３５－３１１１ 

 

１２．秘密保持 

訪問介護員その他の従業者は正当な理由無く、業務上知りえた利用者及び

その他の家族の 

情報をもらしません。 

 

１３．介護保険サービスの利用にあたっての留意事項 

 サービスの利用にあたってご留意いただきたいことは、下記のとおりです。 

（1） サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができません

ので、あらかじめ 

ご了解下さい。 



① 医療行為 

② 各種支払いや年金等の管理、金銭の賃借など、金銭に関する取扱い 

他の家族の方に対する食事の準備や、日常的でない大がかりな清掃など。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【通所リハビリ重要事項説明書】 

１ 事業所名（法人）【 医療法人社団 暖風会  】の概要 

 

９．事業者（法人）の概要 

名称 医療法人社団 三輪会 

代表者名 飯野 均 

所在地 茨城県土浦市国分町７番６号 

連絡先 029-835-3388 

１０．事業所の概要 

事業所名 山手医院 通所リハビリテーションセンター 

所在地 茨城県土浦市国分町７番６号 

連絡先 029-835-3368 

事業所番号 0870300704 

管理者氏名 飯野 均 

利用定員 ２０名 

１１．職員体制 

職  種 職 務 内 容 常勤 

非常勤 

計 

管 理 者 事業所の従業者の管理及び業務管理を一元的に行う １（兼務） 1 

医 師 看護職員又は介護職員に対する技術指導を行う １（兼務） １ 

理学療法

士 
機能訓練の実施および介護職員への指導等 ２以上 ２ 

介護職員 
通所リハビリテーション計画を作成し、この計画に沿ったサー

ビスを実施する 
４以上 ４ 

 

１２．サービス実施エリア 

地域実施エリ

ア 

土浦市（大畑・大志戸・小野・上坂田・下坂田・小高・沢辺・高岡・田土部・

田宮・東城寺・桃園・永井・東町・藤沢・新田・文教区・本郷を除く）つくば

市全域、阿見町全域 

 

 

 

 



１３．営業日 

営業日 営業時間 

平日 8：30 ～ 17：00 

土曜日 8：30 ～ 17：00 

営業しない日 日曜日・12/31 ～ 1/3 

  

 

２ サービスの内容と費用介護保険給付対象サービス 

① 料金表 

【基本利用料】                 

通常規模型通所リハビリテーション費 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

基本利用時間２時間以上３時間未満 383 439 498 555 612 

基本利用時間３時間以上４時間未満 486 565 643 743 842 

基本利用時間４時間以上５時間未満 553 642 730 844 957 

基本利用時間５時間以上６時間未満 622 738 852 987 1120 

基本利用時間６時間以上７時間未満 715 850 981 1137 1290 

【リハビリテーション提供体制加算】                              

 

加  算  種  類 サ ー ビ ス 内 容   月／日 

短期集中個別リハビリテーショ

ン 

実施加算 

退院（所）日又は認定日（認定有

効期間開始日）から３ヶ月以内 １１０単位 日額 

通所リハ送迎減算 事業所が送迎を行わない場合 －４７単位 片道 

入浴介助加算（Ⅰ） 

入浴介助加算（Ⅱ） 

入浴中の利用者の観察を含む介助

を行う場合について算定 

４０単位 

６０単位 
日額 

通所リハサービス提供体制強化

加算  

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ ※いずれか１つ 

区分支給限度額外 

※年度によりいずれかの単位数に

なるか変更になる場合あり 

Ⅰ：２２単位 

Ⅱ：１８単位  

Ⅲ：６単位 

日額 

リハビリテーション提供体制加算  

３時間以上４時間未満 12単位／回 

４時間以上５時間未満 16単位／回 

５時間以上６時間未満 20単位／回 

６時間以上７時間未満 24単位／回 

７時間以上 28単位／回 



 

② 介護保険給付対象サービス 

 内 容 

食 事 利用者の状況に応じて適切な食事介助を行います 

入 浴 及 び 清 拭 
入浴又は清拭を行います 

※寝たきり等で座位のとれない方は、機械を用いての入浴も可能です 

排 泄 利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行います 

機 能 訓 練 
理学療法士による個別のリハビリ訓練により、利用者の状況に適した機

能訓練を行い、身体機能の維持、回復に努めます 

健 康 チ ェ ッ ク 血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います 

レクリエーション等 各種レクリエーションを行います 

相 談 及 び 援 助 利用者及びその後見人、家族又は身元引受人からのご相談に応じます 

送 迎 ご自宅から施設までの送迎を行います 

 

③介護保険給付対象外サービス   ※介護保険給付対象外サービスの利用料は全額

負担となります 

種     類 内 容 料   金 

食   費 治療食 １０００円 

食   費 一般食 ９００円 

オムツ・リハビリパンツ・パ

ット 
 １２０円（1枚） 

娯    楽    費   ２００円（月額） 

 

④利用料等のお支払い方法 

毎月月末締めとし、翌月１０日までに当月分の料金を請求いたしますので、月末まで

にあらかじめ 指定の方法でお支払いください。 

 

支払い方法 ※ 現金でのお支払い ※ 口座振替 

 

⑤事業者が提供するサービス内容に関する苦情等相談窓口 

  利用者及びその家族は、当施設が提供する通所リハビリテーションサービスに対す

る苦情・相談を 

 下記の窓口に申し出ることが出来ます。 

 



施設相談窓口 

窓口責任者 倉 原 

ご利用時間 ９：００～１６：００ 

電  話 ０２９－８３５－３３６８ 

Ｆ Ａ Ｘ ０２９－８３５－３９６６ 

   

   

 

 

市町村窓口   

 

 名     称 土浦市役所高齢福祉課介護管理

係 

住     所 土浦市下高津１丁目２０番３５

号 

電     話 ０２９－８２６－１１１１（代） 

名   称 つくば市役所高齢福祉課 

住   所 つくば市研究学園 1丁目 1番地 1 

電   話 ０２９－８８３－１１１１（代） 

名   称  阿見町役場保健福祉部高齢福祉

課 

住   所 稲敷郡阿見町中央 1丁目 1番 1号 

電   話 ０２９－８８８－１１１１（代） 

                

 

国保連窓口 

 

名     称 茨城県国民健康保険団体連合会 

介護保険課 介護保険苦情相談

室 

住     所 茨城県水戸市笠原町９７８－２

６ 

電     話 ０２９－３０１－１５６５ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０２９－３０１－１５７９ 

 

３ 緊急時の対応方法（連絡体制） 

サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、

救急隊、親族等へ 

連絡をいたします。 

主治医 
主治医氏名  

連絡先  

ご家族 
氏名 1.             ２.  

緊急連絡先 1.             ２.  

主治医への  



連絡方法 

 

４ 施設利用にあたっての留意点 

所持金管理 所持金品は、自己責任のもと管理して下さい 

設備の利用 施設内の設備は、用法に従ってご利用下さい 

迷惑行為 騒音又は他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮下さい 

宗教・政治活動 施設内での執拗な宗教・政治活動はご遠慮下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【予防通所リハビリ重要事項説明書】 

 

 

 事業所名（法人）【 医療法人社団 暖風会 】の概要 

① 事業者（法人）の概要 

名称 医療法人社団 暖風会 

代表者名 飯野 均 

所在地 茨城県土浦市国分町７番６号 

連絡先 029-835-3388 

② 事業所の概要 

事業所名 通所リハビリテーションセンターよつば 

所在地 茨城県土浦市国分町７番６号 

連絡先 029-835-3368 

事業所番号 0870300704 

管理者氏名 飯野 均 

利用定員 10名 

 

③ 職員体制 

職種 職務内容 常勤 非常勤 計 

管 理 者     事業所の従業員の管理及び業務内容を一元的に行う １（兼務）  1 

医 師      看護職員又は介護職員に対する技術指導を行う １（兼務）  1 

理 学 療 法

士   

機能訓練の実施および介護職員への指導等 １以上 １以上 

介護職員    介護等 １以上 １以上 

④  

     

実 施 エ リ

ア 

土浦市（大畑・大志戸・小野・上坂田・下坂田・小高・沢辺・高岡田土辺・田宮・

東城寺・桃園・永井・東町・藤沢・新田・文教区・本郷を除く）つくば市全域、阿

見町全域 

 

⑤ 営業日 

営業日 営業時間 

平日 12：30 ～ 15：30 

営業しない日 水曜日・土曜日・日曜日・祝日・ 12/31 ～ 1/3 



 

２ サービスの内容と費用 

① 介護保険給付対象サービス 

排 泄  
利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立について

も適切な援助を行います 

機 能 訓 練   利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の維持、回復に努めます 

健康チェック   血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います 

相談及び援助   利用者及びその後見人、家族又は身元引受人からのご相談に応じます 

送 迎 ご自宅から施設までの送迎を行います 

 

 

② 料金表（単位） 

 ＊要支援１・２の方は月額になります 

通常規模 要支援１ 要支援２ 

介護予防通所リハビリテーション費 2268 単位/月 4228 単位/月 

サービス提供体制強化加算 

（Ⅰ） 

（Ⅱ） 

（Ⅲ） 

 

88 単位/月 

72 単位/月 

24 単位/月 

 

176 単位/月 

144 単位/月 

48 単位/月 

利用開始月から１２か月超の場合 －120 単位/月 －240 単位/月 

 

③ 介護保険給付対象外サービス 

 介護保険給付対象外サービスの利用料は全額負担となります 

 

④ その他のサービス 

利用者の希望により身の回り品として日常生活に必要なものを提供する場合や教養

娯楽として、日常生活に必要なものを提供する場合はその都度徴収します。 

 

⑤ 利用料等のお支払い方法 

毎月月末締めとし、翌月１０日までに当月分の料金を請求いたしますので、月末まで

にあらかじめ指定の方法でお支払いください。     

※ 現金でのお支払い ※ 口座振替 

 

 

 



⑥ 事業者が提供するサービス内容に関する苦情等相談窓口 

利用者及びその家族は、当施設が提供する通所リハビリテーションサービスに対す

る苦情・相談を 

 下記の窓口に申し出ることが出来ます。 

 

施設相談窓口 

窓口責任者 倉 原 

ご利用時間 ９：００～１６：００ 

電  話 ０２９－８３５－３３６８ 

Ｆ Ａ Ｘ ０２９－８３５－３９６６ 

   

   

 

 

市町村窓口   

 

 名     称 土浦市役所高齢福祉課介護管理

係 

住     所 土浦市下高津１丁目２０番３５

号 

電     話 ０２９－８２６－１１１１（代） 

名   称 つくば市役所高齢福祉課 

住   所 つくば市研究学園一丁目 1番地 1 

電   話 ０２９－８８３－１１１１（代） 

名   称  阿見町役場保健福祉部高齢福祉

課 

住   所 稲敷郡阿見町中央一丁目 1番 1号 

電   話 ０２９－８８８－１１１１（代） 

                

 

国保連窓口 

 

名     称 茨城県国民健康保険団体連合会 

介護保険課 介護保険苦情相談

室 

住     所 茨城県水戸市笠原町９７８－２

６ 

電     話 ０２９－３０１－１５６５ 

F A X  ０２９－３０１－１５７９ 

 

 

 

 

 

 

 



3 緊急時の対応方法（連絡体制） 

サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、

救急隊、親族等へ連絡をいたします。 

主治医 

主治医氏

名 

 

連絡先  

ご家族 

氏名 1.             ２.  

緊急連絡

先 
1.             ２.  

主治医への 

連絡方法 
 

 

４ 施設利用にあたっての留意点 

所持金管理 所持金品は、自己責任のもと管理して下さい 

設備の利用 施設内の設備は、用法に従ってご利用下さい 

迷惑行為 騒音又は他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮下さい 

宗教・政治活動 施設内での執拗な宗教・政治活動はご遠慮下さい 

 

 


